
 

 

 

   

 

 

 

 

町有財産売却仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野町 総務課 

  



１ 売却する町有財産 

（１）物品 軽乗用自動車 １台 

  ① 車 名  ホンダ ライフ（車体色 白系） 

  ② 登 録 番 号  いわき５０そ４５８８ 

  ③ 車 台 番 号  ＪＢ２－８０００５７２ 

  ④ 型 式  ＬＡ－ＪＢ２ 

  ⑤ 原 動 機 の 型 式  Ｅ０７Ｚ 

  ⑥ ミ ッ シ ョ ン  ＡＴ 

  ⑦ 乗 車 定 員  ４人 

  ⑧ 燃料及び排気量  ガソリン ０．６５L 

  ⑨ 初 年 度 登 録 年  平成１３年 

  ⑩ 車 検 有 効 期 間  令和７年１１月２９日 

  ⑪ 走 行 距 離  １２４，１０９km 

 

 

２ 入札参加者の資格 

  入札参加者の資格は、次の条件に該当しない法人又は個人とします。 

（１）小野町の町有財産に関する事務に従事する職員 

（２）売買契約を締結する能力を有しない者（被補助人、被保佐人、未成年者（契約

締結のために法定代理人から必要な同意を得ている者を除く）又は被青年後見人）

及び破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３２条第１項各号のいずれかに該当する者 

（４）町税等の滞納がある者 

（５）その他町長が不適当と認めた者 

 

 

３ 売却の方法 

  有効な入札を行った者のうち、買受け価格について予定価格を超えかつ最も高い

金額で提示した者を売却予定者に決定する。 

なお、提示する金額に消費税（地方消費税を含む）と自動車リサイクル預託金 

（９，７３０円）が加算された金額が売買代金となります。 

  また、売買契約、名義変更及び搬送の手続き及び費用負担は、買受者の負担とし

ます。 

 

 

４ 入札の無効 

  ２において示した入札参加資格を有しない者のした入札並びに入札に関する条

件に違反した入札は無効とします。 

 



５ 設計図書及び物品の閲覧、入札参加申込書の受付及び入札書の提出について 

  買受け希望者は、次の閲覧期間内に設計図書及び売却対象の物品を確認し、入札 

条件を熟知・承諾した上で入札参加申込書及び入札書（町有財産買受け価格書）を 

期限までに同所へ提出しなければならない。 

（１）閲 覧 期 間   令和８年３月１２日 から ３月２６日まで  

※土日を除き、執務時間内に限る 

（２）閲 覧 場 所   小野町役場 総務課 

（３）提 出 期 限   令和８年３月２６日 

 

 

６ 契約及び代金の納付について 

  町は、３の売却予定者と物品売却契約を締結する。また、予定者は契約後町が指

定する日までに一括してその代金を納付しなければならない。 

 

 

７ 物品の引渡しについて 

  引き渡しについては代金の納付を確認後行うこととし、所有権は引き渡し時に移

転するものとする。ただし、引き渡す物品は、引渡し時点を基準とする現状にて引

き渡すこととする。 

  なお、物品の運搬については、売却予定者の負担により行うものとする。 

 

 

８ 入札保証金及び契約保証金について 

  免除 

 

 

９ その他注意事項 

（１）引き渡し時から３０日以内に名義変更を行うこと。また、手続き完了後は、証 

明書の写し（車検証など）を名義変更完了後から５日以内に提出すること。 

（２）買受者は、買受後、必要な整備を行うこと。 

（３）引き渡し後の車両の故障、不具合等については、町は一切関与せずまた責任を

負わない。 

 

 

１０ 担当課 

  小野町役場 総務課 

  電話：0247-72-2111 FAX：0247-72-3121 


